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【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所 
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時 

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/ 
〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階 

 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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企業の活動において、自動車の使用は欠かせません。しかし、従業員が交通事故（加

害事故）を起こしてしまった場合、企業には大きなリスクがあることをご存知でしょう

か？今月号のニュースレターでは、従業員が交通事故を起こしたときのリスクと対策に

ついて、解説させていただきます。 

１ 従業員が交通事故を起こしたときのリスク 

    従業員が業務中に交通事故を起こした場合（マイカーであっても）、法律上、企業は

使用者責任（民法７１５条）により損害賠償責任を負います。また、従業員が業務中

に企業所有の自動車（社用車）で人身事故を起こした場合、法律上、企業は運行供用

者責任（自動車損害賠償保障法３条）により損害賠償責任を負います。 

従業員がマイカー通勤中に交通事故を起こした場合、企業がマイカーの業務使用を

禁止し、通勤のみに使用を許可しているケースでは、企業の損害賠償責任（使用者責

任）が否定された裁判例が多いです。一方で、企業が駐車場を提供するなどマイカー

通勤に便宜を図り、通勤手段としての代替性がない（公共交通機関による通勤が不便

である）などの事情があるケースでは、企業の使用者責任を認めた裁判例もあります。

また、従業員が社用車通勤中に人身事故を起こした場合、企業は運行供用者責任によ

り損害賠償責任を負います。 

従業員がプライベートで交通事故を起こした場合には、マイカーであれば基本的に

企業が損害賠償責任を負うことはないのですが、社用車であれば話は別です。人身事

故であれば運行供用者責任が成立することがありますし、物損事故についても外形的

に職務の範囲内の運転であるとして使用者責任が認められることがあります。社用車

の無断使用であったとしても、企業が損害賠償責任を免れなかった裁判例も存在しま

すので、注意が必要です。 

  ２ 企業が損害賠償リスクを回避するための対策 

上記のように、従業員が交通事故を起こしてしまった場合には、企業には損害賠償

リスクがありますので、企業としては適切な対策を講じなければなりません。まず、

マイカー通勤規程等を整備することです。マイカーを業務中に使用することを原則と

して禁止し、通勤についてのみ使用を許可することを明記します。そして、社用車に

ついて自動車保険（任意保険）に確実に加入することはもちろん、従業員が通勤に使

用するマイカーについてもマイカー通勤規程等で自動車保険への加入を義務付け、定

期的に保険証券の写しを提出させるなど、保険加入を徹底しましょう。自動車保険へ

の加入があれば、万一の事故発生時の損害賠償責任をカバーすることができます。従

業員の交通事故への対策について不明点がありましたら、当事務所にご相談ください。 
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